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感染症の影響で家計が急変した人

■申請が不要な人　①児童扶養手

当の受給者、②児童手当を受給し

ていて住民税非課税の人

※６月末までに振り込み

■申請方法　市ホームページをご

確認ください

■申請期限　５年３月 15 日水
■問い合わせ・申請先　本庁こど

も家庭課児童育成係（☎ 34-1586）、

各総合支所児童手当グループ

　夏場はツキノワグマの出没が多

くなり、現在、県全域に注意報が

出されています。

　山や森に入ることは、クマの生

活場所に入ることです。出会わな

いように工夫しましょう。クマを

目撃した場合は警察や市役所へ連

絡してください。

■クマ対策

【山林内で】

▲

事前に出没情報を

確認する

▲

鈴やラジオなど音の出

るもの、撃退グッズを携帯する

▲

夕方～明け方は入山を避ける

▲

ク

マのふんや足跡を見たら引き返す

【人里で】

▲

生ごみの管理を適切

に行う

▲

農地周辺のやぶを刈り払

い見通しを良くする

▲

電気柵を設

置する

▲

庭先果樹はなるべく早め

に収穫する

▲

屋外や納屋などに食

べ物やペットフードを保管しない

【クマに遭遇したとき】

▲

持ち物

を静かに置いて気をそらし、クマ

から目を離さずゆっくり後退する　

▲

クマとの間に岩や木を挟むよう

に回り込む

▲

クマが攻撃してきた

ら両手で顔や頭を守り、体を丸く

◉住民税非課税世帯に臨時特別給　

　付金を支給します

　生活上の困難に直面した人を支

援するため、１世帯当たり10万円

を支給します。

■対象　①４年６月１日に本市に

住民登録があり、世帯全員の４年

度住民税（均等割）が非課税の世

帯、②新型コロナウイルス感染症

の影響で今年１月以降に家計が急

変した世帯

※４年１月から支給の３年度非課

税世帯を対象とした臨時特別給付

金を既に支給された世帯は除く

■申請方法　申請書類に必要事項

を記入して提出（①の世帯には市

から郵送します）

■申請期限　①の世帯は郵送する

書類に記載、②の世帯は９月 30

日金
■問い合わせ・申請先　本庁福祉

課地域福祉係（☎ 34-2324）

◉住民税非課税の子育て世帯に生

　活支援特別給付金を支給します

　対象となる児童１人につき５万

円を支給します。（児童１人につ

き給付は一度のみ）

■対象児童　平成16年４月２日

（特別児童扶養手当の支給対象と

なっている児童は平成14年４月２

日）～５年２月28日までに生まれ

た児童

■申請が必要な人　①４年度の住

民税が非課税で高校生のみ、また

は４年４月１日以降の出生児を監

護している人、②公的年金などの

受給者で児童扶養手当を受給して

いない人、③新型コロナウイルス

して地面に伏せる

■問い合わせ　本庁生活環境課環

境係（☎ 34-2340）

　参議院議員選挙のため、７月

10 日日に投票所となっている日

曜リサイクルステーションを休止

します。

■場所　水沢南地区センター、真

城地区センター

■問い合わせ　本庁生活環境課生

活衛生係（☎ 34-2341）

　事故に遭わないよう、地域や家

庭、職場内で声を掛け合い、交通

ルールを守りましょう。

■期間　７月 15 日金～ 24 日日　

■スローガン　「締めました！」

乗る人みんなの　合言葉

■重点　①暑さなどによる過労運

転に気を付けましょう　②高齢者

や夏休みの子どもの交通事故を防

止しましょう　③全ての座席でシ

ートベルト・チャイルドシートの

正しい着用を徹底しましょう　④

飲酒運転は絶対にやめましょう

■問い合わせ　本庁生活環境課生

活安全係（☎ 34-2342）

　補装具の交付や修理の要否など

を判定する巡回相談を開催します。

申し込み多数の場合は、直接判定

が必要な義肢や電動車椅子の相談

者を優先する場合があります。

■日時　８月４日木午前11時～午

後２時（受付は午前11時半まで）

■場所　水沢地区センター

■申し込み方法　身体障害者手帳

を用意し、電話または来庁して手

続き

■申込期限　７月15日金
■問い合わせ・申込先　本庁福祉

課障がい者支援係（☎34-2325）

　森林の伐採や開発をするときは、

事前に届け出や許可申請などの手

続きが必要です。伐採や開発の計

画がある場合は、市または県南広

域振興局にご相談ください。

■問い合わせ

▼保安林以外での伐採…本庁農地

林務課林政国調係（☎34-1763）

▼保安林での伐採・土地の形質変

更、保安林以外での１㌶を超える

開発…県南広域振興局林務部（☎

48-2426）

　前沢駅東西交流通路のエレベー

ターは、雨漏りにより３月から利

用を停止していましたが、安全が

確認できた東側エレベーターのみ

利用を再開しています。ただし、

工事の資材搬入に使用するため、

夜間の使用を制限する場合があり

ます。

　なお、西側エレベーターの再開

新型コロナの影響を受け

る家庭に給付金を支給

選挙日はリサイクルス

テーションを一部休止

クマ出没注意

放

射

能

測

定

結

果

採取日 5/11 5/17 5/25

ごみの燃え殻 44 45 44

排ガス内の
ばいじん 230 230 170

採取日 5/11 5/18 5/25

地下水（上流）不検出 - 不検出

地下水（下流）不検出 - 不検出

下水道への　
放流水 2.0 2.0 2.0

胆江地区最終処分場ごみ焼却施設

参考 「ごみの燃え殻」、「排ガス

中のばいじん」の国の基準

値 =8,000 ベクレル /㎏

■問い合わせ　奥州金ケ崎行政事務組合施設管理課
　　　　　　　（☎ 24-5821）

市ホームページ▶

岩手

義肢や装具などの補装具

巡回相談

は８月上旬を見込んでおり、それ

まで自転車での通行はできません。

　利用者の皆さまにはご不便をお

掛けしますがご協力をお願いしま

す。　

■問い合わせ　本庁都市計画課公

園緑地係（江刺総合支所・☎ 34-

1662）

（ベクレル /㎏）

（ベクレル /ℓ）

前沢駅エレベーターの

利用を一部再開

　営業時間や休館日は変更になる場合があ

りますので、利用前にご確認ください。他

の利用者との距離に配慮し、体調不良の場

合はご利用を控えるようお願いします。

夏の交通事故防止

県民運動

森林の伐採・開発には

手続きが必要です

市民プールが
オープンします！

施設名
大鐘公園
市民プール

前沢Ｂ＆Ｇ
　　

海洋センター
プール

胆沢プール

期間
・

時間

7/9 土～　

8/28 日
 9:30～12:00

13:00～17:00

7/2 土～

9/11 日
9:30～12:00

13:00～17:00

7/9 土～

8/28 日

13:00～18:30

休館日

毎週月、

7/19 火
（7/18 🈷は

営業）

毎週月、
7/19 火

（7/18 🈷は
営業）、

8/13 土～ 15 🈷

7/11 🈷、

8/13土～15🈷、

8/22 🈷

問い合
わせ

大鐘プール
（☎ 25-2030）

※開館期間前

は水沢武道館

（☎ 25-3974）

前沢いきい
きスポーツ
ランド

（☎ 56-7290）

胆沢総合
体育館

（☎ 46-3427）

奥州市役所・水沢総合支所 

　☎ 0197-24-2111  〒 023-8501  水沢大手町一丁目１

　ホームページアドレス　https://www.city.oshu.iwate.jp/　

江刺総合支所　☎ 35-2111　〒023-1192 江刺大通り１-８　　　　　　前沢総合支所　☎ 56-2111　〒029-4292 前沢字七日町裏71  

胆沢総合支所　☎ 46-2111　〒023-0492 胆沢南都田字加賀谷地270　　衣川総合支所　☎ 52-3111　〒029-4332 衣川古戸64-４  

※本紙に掲載している記事については、新型コロナウイ

ルス感染症対策などのため、中止や延期、内容が変更と

なる場合があります。市が主催・共催する事業の最新情

報は、市ホームページでお知らせします。

税に関するお知らせ税に関するお知らせ

■税の納期
固定資産税（２期）固定資産税（２期）
国民健康保険税（１期）国民健康保険税（１期）
（納期限：８月１日（納期限：８月１日🈷🈷））

納め忘れのない口座振替をご

利用ください

■問い合わせ　本庁納税課収

　納係（☎ 34-2227）


